
回復期リハビリテーション病棟の実績 

 (令和 5年 3月 1日～令和 5年 8月 31日) 
 

 

【回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数】   30名 
 

【回復期リハビリテーション病棟における直近の実績指数】 35.4 

 

 

 

 

 

 

医療法人鶴林会 桂林病院 

 



 

【疾患別区分の内訳】      
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕

神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態（発症後又は手術後２か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに

限る。ただし、一般病棟入院基本料（７対１入院基本料及び 10対１入院基本料に限る。）、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）、専門病

院入院基本料（７対１入院基本料及び 10対１入院基本料に限る。）、総合入院体制加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニ

ット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料（以下「算定開始日数控除対象入院料等」という。）を

算定する患者に対して、１日６単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの２か月の期間から 30日を限度として控除す

るものとする。）又は義肢装着訓練を要する状態（算定開始日から起算して 150日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重

度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して 180日以内） 

脳血管  46.66％ 

 

二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は２肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態（発症後又は手術後２か月以内に回

復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、１日６

単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの２か月の期間から 30日を限度として控除するものとする。）（算定開始日か

ら起算して 90日以内） 

運動器  40.00％ 

 

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態（手術後又は発症後２か月以内に回復期リハ

ビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、１日６単位以上

のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの２か月の期間から 30日を限度として控除するものとする。）（算定開始日から起算し

て 90日以内） 

廃用症候群  10.00％ 


